
 

 

 

令和２年度 指定管理者モニタリングレポート 

 

施設名 久留米市障害福祉サービス事業所ちとせ園 

所在地 久留米市長門石一丁目１番３２号 久留米市総合福祉会館内 

指定管理者 社会福祉法人 久留米福祉会 

モニタリングに

あたっての基本

方針・方法等 

 障害者を対象とした福祉施設であるため、利用者処遇の状況に主眼を置いて確認

を行う。 

 モニタリングの方法としては、実地調査や事業報告書等による。また、指定管理

者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下、障害

者総合支援法という）に基づく事業指定を受けており、障害者総合支援法に基づく

実地指導も必要に応じて活用している。 

担当部課 

 

健康福祉部 障害者福祉課 
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■ モニタリングの総括コメント 

 施設運営は、長年の実績に基づき着実かつ安定的に行われ、新型コロナウイルス感染

症の対策に努めながら、適切な利用者の処遇が行われている。また、新型コロナウイル

ス感染防止研修など職場内外の研修への参加や計画的な避難訓練の実施など危機管理

体制も適切である。 

利用者数については年々減少しているが、利用者アンケートの結果より利用者の満足

度は高い回答が得られている。 

■ 今後の改善項目等 

 今後もより一層新型コロナウイルス感染防止対策に努めながら、個々の利用者の障害

特性を鑑みて、利用者に寄り添った障害福祉サービスの提供に努めること。 

 また、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえながら、可能なかぎり地域との交流が

実施できる方法を検討すること。 



モニタリングの基本項目 
モニタリング結果の 

概況と改善項目 
要求サービス水準 

サービス水準の 

達成状況（実績） 

業
務
の
履
行
状
況 

事業・業務の状況 

  

 

利用者数は減少したが、適切

な支援体制を整備し、また感

染拡大防止に努め、安定して

サービスを提供できている。 

個々の利用者における

障害の状態や生活環境

等に応じた適切な支援

を行うこと。 

また、災害時等の緊急事

態に即座に対応できる

よう常時体制の整備に

努めること。 

 

利用者数は減少したが、サー

ビス提供については、基準に

即した運営体制を整え、新型

コロナ感染拡大の防止対策を

実施しながら、適切な支援が

行われている。 

また、危機管理については、

非常時における体制の確立、

マニュアル等が整備されてお

り、毎月避難訓練を行うなど

要求水準を満たしている。 

【Ｂ】 

管理運営における基本的事項 

 

 

常に業務執行体制を整え、緊

急時に対応できる体制を整備

している。 

会計処理の状況 会計書類等は適切に処理さ

れ、指定基準通りに運用され

ている。 

施設の維持管理状況 

 

 

必要な備品等については維持

管理を適切に行っている。ま

た、計画的に避難訓練を実施

している。 

サ
ー
ビ
ス
の
質
の
状
況 

職員サービスや広報等の状況 

 

 

新型コロナ対策など必要な研

修を適宜実施しており、職員

が適切にサービス提供できる

環境を整備している。 

職員の資質向上を図る

ための研修を適宜実施

すること。 

また、自主的に利用者サ

ービスの向上を目的と

したレクリエーション

等の事業を充実させ、利

用者の満足度向上を図

ること。 

職員の資質向上については、

新型コロナ感染対策など職場

内外の研修等を適宜実施して

いる。また、運営上のサービ

ス状況では、新型コロナの影

響により地域との交流事業は

実施できていないが、利用者

アンケートでの活動内容の満

足度は高く、要求水準を満た

していると認められる。 

【Ｂ】 

施設運営上のサービス状況 

 

 

障害福祉サービスを適切に実

施しており、地域福祉の向上

に貢献している。 

また、新型コロナでの活動制

限がある中で、活発にレクリ

エーションを開催し利用者の

満足度向上に努めている。 

サ
ー
ビ
ス
提
供
の
安
定
性
の
状
況 

通常サービス業務の収入状況 

 

 

法で定められている福祉サー

ビス費等を適切に収受してい

る。 

障害福祉サービス費等

の収入の範囲内で、安定

したサービス提供がな

されていること。 

財政状況については、利用者

減少に伴い事業収益は減少し

ているが、制度に則して適切

に運営されており、要求水準

を満たしていると認められ

る。 

【Ｂ】 

通常サービス業務の支出状況 

 

 

国が定める会計基準に基づき

適切な運営がなされている。

また、収入の範囲内で適切に

行われているが、利用者数に

応じた支出を計画する必要が

ある。 

自主事業の収入状況 

 

障害福祉サービスの一環とし

て行われ利用料収入が見込め

ないこともあり評価対象とし

ていない。 

自主事業の支出状況 

 

障害福祉サービスの一環とし

て収入内で実施している。 

 


